
債務保証のご相談は不動産流通推進センターへ

地域再生事業等支援制度

複数の不動産業者による空き家・空き店舗等不動産の改
修、有効活⽤等のために借り⼊れる事業資⾦の債務保証

推進センター債務保証

https://www.retpc.jp/shien/saimu/

不動産流通
推進センター

保証料率︓年率０.２％ 保証割合︓９０％以内 その他条件等の詳細はお問い合わせください

協業化事業円滑化資金
（不動産証券化事業）

複数の不動産業者が特別⽬的会社（SPC）を設⽴して⾏う
不動産証券化事業のために借り⼊れる事業資⾦の債務保証
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公益財団法⼈不動産流通推進センター
〒100-0014 東京都千代⽥区永⽥町 1-11-30 サウスヒル永⽥町 8 階

不動産業者 ⾦融機関
借⼊

物的担保

債務保証保証料⽀払

※保証料率が０.２％と⼤変低くなっております︕

○この他に不動産会館等建設・改修のための借⼊⾦の債務保証（年率０.15％、助成⾦あり）もあります

TEL 03-5843-2070（総務部）



小規模不動産特定共同事業に係る「不動産流通推進センター」支援スキーム
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＜住宅宿泊事業(民泊)も可能＞
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特例投資家
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小規模不動産特定共同事業
・出資総額・出資額の上限設定
・資本金要件の緩和

＜空き家、空き店舗、空きビル等の有効活用＞

推進センター

＜修繕等のリスクの小さい事業＞

取組みの実例動画
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